
10
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
日
曜
日

を
除
く
６
日
間
、
大
分
市
ホ
ル
ト
ホ
ー

ル
大
分
で
事
業
承
継
相
談
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
本
会
に
と
っ
て
は
、
初
め
て

の
連
続
相
談
日
の
実
施
と
な
り
ま
し

た
。
延
べ
60
企
業
・
88
人
の
方
が
、
事

業
承
継
に
関
す
る
相
談
に
訪
れ
ま
し

た
。事

業
承
継
に
関
す
る
ご
相
談
に

対
応
す
る
た
め
、
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
務
局
の
ス
タ
ッ
フ
、
事
業
引

継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
第
三
者
承

継
担
当
者
、
弁
護
士
、
税
理
士

が
、
事
業
承
継
に
課
題
を
抱
え
る

経
営
者
や
後
継
者
へ
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
い
ま
し
た
。

相
談
者
ご
と
に
相
談
し
や
す
い

環
境
を
築
く
た
め
に
部
屋
に
分
か

れ
て
対
応
。
５
０
分
の
時
間
を
フ

ル
に
使
っ
て
、
熱
心
に
相
談
さ
れ
る
方

が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
弁
護
士
の
先
生

は
、
次
の
６
人
。
ア
ゴ
ラ
の
上
野
貴
士

先
生
、
い
つ
き
法
律
事
務
所
の
小
白
川

類
先
生
、
宮
本
法
律
事
務
所
の
宮
本
学

治
先
生
、
吉
田
法
律
事
務
所
の
北
﨑
裕

一
郎
先
生
、
一
陽
法
律
事
務
所
の
碓
井

啓
己
先
生
、
正
岡
法
律
事
務
所
の
正
岡

諭
先
生
が
日
替
わ
り
で
担
当
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

税
理
士
の
先
生
は
、
次
の
５
人
。

財
前
会
計
事
務
所
の
財
前
朗
担
先

生
、
池
田
至
郎
税
理
士
・
中
小
企
業
診

断
士
事
務
所
の
池
田
至
郎
先
生
、
加
藤

一
郎
税
理
士
事
務
所
の
加
藤
一
郎
先

生
、
大
分
綜
合
会
計
事
務
所
の
蔵
前
達

郎
先
生
、
河
村
会
計
の
河
村
雄
一
郎
先

生
で
し
た
。
主
な
相
談
内
容
は
、
事
業

承
継
に
伴
う
株
の
移
転
問
題
、
贈
与
税

・
相
続
税
関
係
、
第
三
者
承
継
の
取
り

組
み
方
、
後
継
者
の
育
成
等
の
課
題
、

経
営
者
保

証
解
除
や

借
入
や
負

債
の
返
済

等
に
つ
い

て
寄
せ
ら

れ

ま

し

た
。
会
場

の
一
角
に

は
、
事
業

承
継
計
画

表
「
つ
く
る
君
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、

相
談
が
終
わ
っ
た
後
、
事
業
承
継
計
画

書
を
作
成
す
る
お
手
伝
い
も
実
施
し
ま

し
た
。

終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
相
談

事
項
は
解
決
で
き
ま
し
た
か
？
の
問
い

に
は
、
『
お
お
む
ね
解
決
で
き
た
』
が

53
％
、
『
一
部
解
決
で
き
た
』
47
％
と

い
う
回
答
結
果
。
②
専
門
家
の
説
明
は

？
の
問
い
に
は
『
と
て
も
分
か
り
や
す

か
っ
た
』
が
81
％
、
『
わ
か
り
や
す
か

っ
た
』
が
18
％
と
高
評
価
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

連
続
で
実
施
す
る
相
談
会
の
今
年
度

の
予
定
は
終
了
し
ま
し
た
が
、
個
別
の

相
談
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
対
応
し
て

い
ま
す
の
で
、
事
業
承
継
の
手
順
や
、

専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
い
と

い
う
事
業
者
さ
ん
は
是
非
ご
一
報
く
だ

さ
い
。

今
回
の
相
談
会
で
多
く
の
お
悩
み
の

解
決
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か

ら
来
年
１
月
22
日
金
曜
日
に
日
田
市
パ

ト
リ
ア
日
田
で
開
催
す
る
こ
と
が
決
ま

り
ま
し
た
。
次
の
通
り
で
す
。

日
時

令
和
３
年
１
月
22
日
（
金
）

9
時
30
分
か
ら
16
時
30
分

場
所

日
田
市

パ
ト
リ
ア
日
田

日
田
市
三
本
松
１
丁
目
8-

11

専
門
家

弁
護
士

正
岡

諭
先
生

税
理
士

蔵
前
達
郎
先
生

申
込
締
切
り

１
月
13
日
（
水
）

申
し
込
み
は
本
会
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
、

０
９
７-

５
３
５-

７
２
３
０
ま
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

九
州
経
済
産
業
局
、
大
分
財
務
事
務

所
、
大
分
県
、
支
援
団
体
、
県
内
金
融

機
関
、
士
業
の
団
体
等
28
機
関
で
構
成

す
る
「
大
分
県
事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議
」
が
11
月
16
日
に
大
分
市
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
の
席
上
、
事
業

承
継
へ
の
各
機
関
の
取
組
状
況
、
コ
ロ

ナ
禍
に
お
け
る
支
援
機
関
の
対
応
に
つ

い
て
意
見
交
換
が
さ
れ
ま
し
た
。

九
州
経
済
産
業
局
中

小
企
業
金
融
支
援
室
の

田
口
賀
徳
室
長
か
ら

は
、
令
和
３
年
度
の
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
関
係
の
概
算
要
求
の

ポ
イ
ン
ト
の
説
明
が
あ

り
、
情
報
の
共
有
を
図

る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
令
和
３
年
度
か
ら

は
全
国
で
事
業
承
継
を

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
支
援
で
き
る
組
織
の

情
報
も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
大
分
県
で

は
同
じ
事
務
所
で
事
業
承
継
全
般
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
県
に
よ
っ
て

は
親
族
内
と
第
三
者
承
継
の
窓
口
が
違

う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
相
談
者
が
混
乱
す

る
場
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
い
ま
す
。
大
分
財
務
事
務
所
の

大
川
調
査
官
か
ら
は
事
業
承
継
時
に
お

け
る
保
証
徴
求
割
合
も
披

露
。
本
事
務
局
で
は
、
事

業
承
継
時
の
経
営
者
保
証

解
除
に
向
け
た
支
援
も
行

っ
て
お
り
、
全
国
の
金
融

機
関
の
取
り
組
み
状
況
も

一
覧
で
提
示
さ
れ
、
各
機

関
の
今
後
の
取
り
組
み
の

参
考
と
な
っ
た
よ
う
で

す
。
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『
後
継
者
に
肩
書
を
！
』

社
長
に
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
す
る
中
で
、
後
継
者
の

肩
書
を
聞
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
後
継
者
の
肩

書
が
従
業
員
の
ま
ま
の
場
合
が
結
構
あ
り
ま
す
。

事
業
承
継
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
従
業
員

か
ら
、
会
社
で
あ
れ
ば
代
表
取
締
役
社
長
に
、
個

人
事
業
主
で
あ
れ
ば
代
表
に
一
挙
に
昇
進
す
る
わ

け
で
す
。
承
継
す
る
も
の
の
中
に
代
表
者
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
代
表
に
代
わ
っ
て
業
界

の
会
合
へ
出
席
し
た
り
、
金
融
機
関
と
協
議
す
る

こ
と
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
で
も
、
専
務
や

常
務
、
店
長
、
副
店
長
等
の
肩
書
が
つ
く
こ
と

で
、
後
継
候
補
者
と
し
て
の
関
係
者
の
理
解
も
進

み
ま
す
。
後
継
候
補
者
の
な
か
に
は
、
ま
だ
、
自

社
の
決
算
書
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
も
い

ま
す
。
し
か
し
取
締
役
や
店
長
に
就
任
す
れ
ば
、

そ
ん
な
こ
と
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
後
継
者
に
も
、

経
営
陣
の
一
員
と
し
て
、
自
社
の
現
状
や
将
来
を

一
緒
に
考
え
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
社
長
か
ら

「
後
継
予
定
者
を
い
つ
取
締
役
に
し
よ
う
か
？
」

と
相
談
さ
れ
た
場
合
は
、
「
早
い
に
こ
し
た
こ
と

は
な
い
で
す
よ
。
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
「
い

つ
ま
で
も
、
仕
事
を
任
せ
て
く
れ
な
い
」
と
の
声

を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
息
子
に
社

長
を
譲
っ
て
、
引
退
し
た
い
と
い
う
建
設
会
社
で

す
。
相
談
時
、
後
継
者
は
ま
だ
従
業
員
の
ま
ま
で

し
た
。
建
設
業
の
許
可
に
は
、
経
営
管
理
責
任
者

の
選
任
が
必
要
で
、
取
締
役
と
し
て
の
５
年
以
上

の
経
験
が
要
件
。
５
年
以
上
の
取
締
役
経
験
者
が

な
く
、
社
長
は
5
年
間
、
引
退
で
き
な
い
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
個
人
事
業
の
建
設
業
の
場
合
で

も
、
生
前
の
事
業
承
継
の
場
合
、
後
継
者
が
６
年

以
上
の
専
業
従
事
者
と
し
て
の
経
験
や
、
支
配
人

と
し
て
の
経
験
が
必
要
で
す
。

後
継
者
に
数
年
後
に
は
事
業
承
継
を
し
た
い
と

思
っ
た
時
点
で
、
後
継
予
定
者
を
会
社
で
あ
れ
ば

取
締
役
に
、
個
人
事
業
主
で
あ
れ
ば
店
長
や
副
店

長
に
選
任
し
ま
し
ょ
う
。
肩
書
を
つ
け
る
こ
と

で
、
後
継
者
本
人
に
経
営
陣
と
し
て
の
自
覚
を
も

っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
肩
書
が
後
継
者
を
育
て

ま
す
！

事
業
承
継
相
談
会
に
多
く
の
相
談
者

ミ
ニ
情
報

ア
ト
ツ
ギ
甲
子
園
が
開
催
さ
れ
ま
す

全
国
各
地
の
中
小
零
細
企
業
の
承
継
予
定
者
に
限
定
し
て
中
小
企
業
庁
が

開
催
す
る
ピ
ッ
チ
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
１
９
８
６
年
以
降
生
ま
れ

の
後
継
者
が
対
象
で
、
先
代
が
培
っ
た
有
形
無
形
の
経
営
資
源
を
活
用
し
た

新
事
業
の
事
業
化
促
進
に
向
け
、
販
路
開
拓
・
資
金
調
達
・
技
術
開
発
な
ど

の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
を
求
め
て
発
表
さ
れ
ま
す
。
大
分
県
か
ら
も
数
名

が
参
加
予
定
で
す
。

下
の
写
真
は
、
そ
の
催
し
に
参
加
予
定
の
後
継
者
の

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
の
た
め
の
「
壁
打
ち
大
会
」
が
11
月
27
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
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（火曜日）

山
国
町
の
安
全
を
支
え
続
け
る

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
屋
さ
ん

中
津
市
山
国
町

長
尾
商
店

後
継
者

長
尾
慎
太
郎
さ
ん

ホ
タ
ル
飛
び

交
う
源
流
の

町
と
し
て
水
の

郷
百
選
に
選
ば
れ
た
山
国
町
。
そ
の

山
国
町
で
祖
父
、
父
、

そ
し
て
後
継
者
の
慎
太

郎
さ
ん
と
三
代
に
わ
た

っ
て
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の

販
売
を
手
掛
け
て
い
る

『
長
尾
商
店
』
さ
ん
。

後
継
者
の
祖
父
が
昭
和

36
年
に
山
国
町
で
創

業
。
二
代
目
が
父
親
の

秀
一
さ
ん
。
そ
し
て
、

今
年
七
月
に
三
代
目
と

な
る
慎
太
郎
さ
ん
に
事
業
承
継
を
行

い
ま
し
た
。

慎
太
郎
さ
ん
が
家
業
に
本
腰
を
入

れ
て
手
伝
い
始
め
た
の
は
28
歳
の

時
。
父
秀
一
さ
ん
と
母
く
る
み
さ
ん

の
も
と
で
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
屋
さ
ん

と
し
て
の
仕
事
を
覚
え
て
行
き
ま
し

た
。
事
業
承
継
に
は
時
間
か
か
る
と

い
わ
れ
る
通
り
地
道
に
仕
事
の
こ

と
、
お
客
さ
ん
と
の
付
き
合
い
、
経

営
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
法
を
学

び
、
承
継
に
至
っ
た
そ
う
で
す
。

最
盛
期
に
は
６
０
０
世
帯
も
の
顧

客
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は

約
４
０
０
世
帯
。
エ
リ
ア
内
に
は
同

業
者
は
い
な
い
も
の
の
、
人
口
減
少

や
オ
ー
ル
電
化
等
、
家
庭
用
プ
ロ
パ

ン
ガ
ス
の
使
用
量
も
減
少
し
て
厳
し

い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

慎
太
郎
さ
ん
は
「
地
域
の
イ
ン
フ

ラ
を
担
う
仕
事
で
あ
り
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
仕
事

で
あ
り
、
常
に

責
任
を
背
負
い

な
が
ら
、
前
に

進
ん
で
い
き
た

い
」
と
決
意
を

新
た
に
語
っ
て

い
ま
す
。
慎
太

郎
さ
ん
は
、
有

事
に
活
用
で
き

る
ポ
ー
タ
ブ
ル

の
ガ
ス
発
電
機
を
新
た
な
強
み
と
す

る
た
め
将
来
の
計
画
も
し
っ
か
り
立

て
て
お
り
、
過
疎
化
の
中
で
地
に
足

の
着
い
た
経
営
を
目
指
し
て
い
ま

す
。長

尾
商
店

中
津
市
山
国
町
守
実
１
１
０-

5

０
９
７
９-

６
２-

２
０
４
１

承
継事

例

お
悩
み
解
決
相
談
会
好
評
！
１
月
に
は
日
田
で

介
紹

堤

泰
秀

第
2
回
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
も
た
ら
す
事
業
承
継
へ
の

影
響
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
調
査
は
60
歳
以
上
の
県
内

中
小
企
業
者

４
千
社
を
対
象
に

９
月
中
旬
か
ら
10
月
に
か
け
て

実
施
し
ま
し
た
。

有
効
回
収
率
は
18
％
で
ご
協

力
を
頂
い
た
企
業
の
方
々
に
は

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

県
内
18
市
町
村
の
事
業
者
か

ら
、
ほ
ぼ
各
地
域
の
事
業
者
数

に
比
例
し
た
回
答
を
頂
き
ま
し

た
。代

表
者
が
70
歳
以
上
の
事
業

者
が
全
体
の
約
４
割
を
占
め
て

い
ま
し
た
。

質
問
し
た
内
容
と
回
答

質
問
１
『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
り
、
事
業
承
継

の
検
討
や
準
備
に
影
響
が
あ
り

ま
し
た
か
？
』
に
対
し
て
、
66

％
の
事
業
所
の
方
は
ほ
と
ん
ど

影
響
が
出
て
い
な
い
と
い
う
回

答
で
し
た
が
、
影
響
を
与
え
た

と
感
じ
て
い
る
事
業
者
は
34
％

に
の
ぼ
り
、
７
％
は
事
業
承
継

方
針
に
対
し
て
抜
本
的
な
見
直

し
が
必
要
と
い
う
状
況
で
し
た

質
問
２
『
後
継
者
に
つ
い
て
』

で
は
、
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い

る
事
業
者
は
41
％
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
あ
っ

た
事
業
者
の
比
率
は
、
後
継
者

が
決
ま
っ
て
い
る
事
業
者
の
24

％
に
対
し
て
、
決
ま
っ
て
い
な

い(

候
補
が
い
る
場
合
を
含
む)

事
業
者
は
２
倍
近
い
42
％
と
な

っ
て
お
り
、
後
継
者
が
決
ま
っ

て
い
な
い
事
業
者
は
、
事
業
承

継
準
備
へ
の
影
響
が
大
き
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

後
継
者
不
在(

候
補
も
な
い)

事
業
者(

全
体
の
36
％)

の
今
後

の
対
応
予
定
で
は
、
半
数
が
具

体
的
に
は
考
え
て
お
ら
ず
、
残

り
は
今
後
の
予
定
と
し
て
、
①

廃
業(

27
％)

、
②
後
継
者
探
し

(

17
％)

、
③
売
却
・
譲
渡(

9

％)

を
あ
げ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
廃
業
や
売
却
・
譲

渡
の
予
定
時
期
は
３
年
以
上
先

の
ケ
ー
ス
が
多
く
、
事
業
継
続

に
向
け
た
支
援
の
余
地
が
ま
だ

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
具

体
的
な
対
応
予
定
が
あ
る
比
率

が
高
い
経
営
者
の
年
齢
は
、
①

62
歳
、
②
69
歳
、
③
74
歳
に
ピ

ー
ク
が
あ
り
、
人
生
の
節
目

(

還
暦
過
ぎ
、
60
代
最
後
、
後

期
高
齢
者
直
前)
で
今
後
の
対

応
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
推
察

さ
れ
ま
す
。

事
業
承
継
の
予
定
時
期
は
、

５
年
以
内
は
33
％
に
と
ど
ま

り
、
続
く
５
〜
10
年
が
21
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
時
期
未
定
も

36
％
。
経
営
者
の
年
齢
が
あ
が

る
に
つ
れ
て
承
継
予
定
時
期
も

短
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
75
歳

以
降
で
も
6
割
以
上
が
３
年
後

以
降
と
回
答
し
て
お
り
、
事
業

承
継
の
準
備
が
進
ん
で
い
な
か

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

商
工
会
・
商
工
会
議
所
・
金

融
機
関
・
士
業
団
体
等
の
支
援

へ
の
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

支
援
機
関
や
事
業
引
継
ぎ
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
具
体
的
な
相
談

に
訪
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

一
月
に
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

令
和
３
年
１
月
15
日
右
の
チ

ラ
シ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ

れ
ま
す
。

昨
年
に
引
き
続
い
て
の
開
催

で
、
事
業
承
継
の
実
例
と
し

て
、
今
回
は
、
別
府
市
の
老
舗

で
あ
る
『
豚
ま
ん
の
店
幸
崎
』

さ
ん
を
株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ツ

さ
ん
が
第
三
者
承
継
し
た
内
容

の
発
表
。
当
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

務
局
の
岩
崎
ブ
ロ
ッ
ク
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
県
内
の
親
族

内
承
継
の
実
例
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
第
三
者
承
継
の
マ
ッ
チ

ン
グ
サ
イ
ト
を
運
営
し
て
い
る

株
式
会
社
ト
ラ
ン
ビ
の
高
橋
社

長
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
の
フ
ォ

ー
ラ
ム
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
事
業

承
継
に
苦
心
さ
れ
て
い
る
方
、

こ
れ
を
機
会
に
第
三
者
承
継
を

考
え
て
み
よ
う
か
と
考
え
て
い

る
方
、
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

開
催
場
所
は
大
分
市
府
内
町

の
大
分
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
テ
ル

で
す
。
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中
小
企
業
で
あ
っ
て
も
自

社
株
を
し
っ
か
り
理
解
す
る
こ

と
が
大
事
だ
と
聞
き
ま
し
た

が
、
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

Ａ

会
社
を
経
営
さ
れ
て
い
る

社
長
だ
っ
た
ら
、
ご
自
身
の
会
社

の
株
式
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
リ

ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
経
営
権
に
関
す

る
も
の
で
す
。
視
聴
率
の
高
か
っ
た
あ
る

番
組
で
も
会
社
の
株
の
50
％
を
超
え
る
た

め
に
買
い
付
け
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
後

継
者
の
持
ち
株
比
率
が
50
％
未
満
で
あ
れ

ば
、
株
式
会
社
の
普
通
議
決
事
項
を
決
め

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
後
継

者
が
取
締
役
を
解
任
さ
れ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
重
要
事

項
に
つ
い
て
は
67
％
以
上

な
い
と
自
分
で
は
決
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
安
定
的
に
後

継
者
の
方
が
事
業
を
引
継

ぐ
に
は
67
％
以
上
に
な
る

よ
う
に
準
備
が
必
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

次
に
儲
か
っ
て
い

る
会
社
は
株
価
が
何
十
倍
、
何
百
倍
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
承
継
時
に
贈

与
税
、
相
続
税
が
発
生
し
ま
す
。
そ
う
す

る
と
納
税
の
た
め
、
会
社
の
資
金
繰
り
が

苦
し
い
状
況
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
対
策

と
し
て
自
社
株
の
評
価
が
重
要
で
す
。
顧

問
の
税
理
士
さ
ん
に
算
定
し
て
も
ら
っ
て

は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
株
が
分
散
し

て
い
る
会
社(

相
続
や
名
義
株
等
で
た
く

さ
ん
の
株
主
が
発
生
し
て
い
る
場
合
）

は
、
株
主
か
ら
、
決
算
書
類
、
株
主
名

簿
、
株
主
総
会
議
事
録
、
会
計
帳
簿
な
ど

を
閲
覧
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
行
使
さ
れ
る
と
、
会
社
の
情
報
が
社

外
に
漏
れ
て
、
取
引
先
と
の
条
件
が
悪
く

な
っ
た
り
、
色
々
な
リ
ス
ク
も
想
定
さ
れ

ま
す
。
株
の
分
散
防
止
に
つ
い
て
は
、
十

分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

事業承継Ｑ＆Ａ

自
社
株
を
理
解
し
な
い
と
い
け
な
い

コ
ロ
ナ
の
事
業
承
継
影
響
調
査

コ
ロ
ナ
の
影
響
は
？

７
２
１
社
か
ら
回
答

昨
年
の
今
頃
は
、
ま

さ
か
、
こ
ん
な
こ
と
に

な
る
こ
と
を
予
測
し
た

で
し
ょ
う
か
？

生
活

様
式
の
変
革
、
想
定
外

だ
ら
け
の
一
年
だ
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
令
和

３
年
の
干
支
は
丑
年
。
ゆ
っ

く
り
と
景
気
が
回
復
す
る
こ

と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

来
年
度
、
事
業
承
継
を
支
援

す
る
組
織
体
制
も
全
国
的
に

変
更
さ
れ
、
『
事
業
承
継
・

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
』
へ

と
名
称
変
更
し
承
継
全
般
の

支
援
が
で
き
る
よ
う
に
パ
ワ

ー
ア
ッ
プ
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
も
良
い
お
年

を
迎
え
く
だ
さ
い
。

左
の
本
の
表
紙
の
と
お
り
と

て
も
長
い
タ
イ
ト
ル
の
本
で

す
。
著
者
は
公
認
会
計
士
の

五
十
嵐
明
彦
先
生

相
続
対
策
は
早
く
始
め
た

者
の
価
値
！
と
い
う
視
点

で
、
事
前
準
備
、
遺
言
書
、

税
金
、
不
動
産
に
関
す
る
親

の
立
場
で
準
備
し
て
い
く
べ

き
こ
と
を
細
か
く
解
説
し
て

い
ま
す
。
巻
頭
に
は
、
『
親

が
や
る
こ
と
全
部
シ
ー
ト
』

が
あ
り
、
準
備
す
る
も
の
、

子
供
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
、

今
す
ぐ
始
め
る
相
続
対
策
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
が
あ
り
、

も
れ
な
く
準
備
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。


